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主 要 判 決 全 文 紹 介

事案の概要

　本件は、発明の名称を「光照射装置」とする特許権を有する原告が、被告の製造、販売に係る被告各製
品が、本件再訂正発明の技術的範囲に属するとして、上記各行為につき、被告に対し、差止請求、廃棄
請求及び金銭請求をする事案である。
　原告は、当初、本件特許権を単独で有していたところ、その持分２分の１を三菱化学株式会社（三菱
化学）に譲渡して、平成22年８月26日にその旨登録され、三菱化学からその共有持分全部を譲り受け、平
成26年11月21日にその旨登録された。

官公庁、公益法人、国立大学、自治体等の契約実務・監査事務の担当者必携！
「財務省会計制度研究会報告の論点」など新たな動きを加筆。

全国官報販売協同組合〒114-0012 東京都北区田端新町 1-1-14 TEL 03-6737-1500 03-6737-1510FAX

官公庁契約法精義
日本大学総合科学研究所客員教授

元会計検査院第四局長 有川  博  著

※お申し込みは…各都道府県官報販売所及び政府刊行物センターへ！

https://www.gov-book.or.jp

本体 13,000+税A5版上製箱入        2020

「財務省会計制度研究会報告の論点」など新たな動きを加筆。

官公庁契約法精義
2020

≪大阪地方裁判所≫
特許権侵害差止等請求事件

（光照射装置－原告の「不実施の共有者が特許法102条３項により算定される損害額を現に請求していない限り、実施している共有者は、
同条２項により算定される損害額全額について請求可能である」との主張についての判断）［上］（全２回）
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